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文教厚生委員会 会議録
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和６年１１月２５日（月）

午前１０時開会、午後０時２８分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）教育委員会関係

（２）保健福祉部関係

（３）こども未来部関係

（４）その他

５ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 矢口 勝雄

副委員長 田中 義法

委 員 吉田 千鶴子

委 員 鈴木 一彦

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２５名）

保健福祉部長 羽生 元幸

社会福祉課長 坂本 英宣

障害福祉課長 白田 博規

高齢福祉課長 刈山 和幸

国保年金課長 武井 衛

健康増進課長 佐藤 千加子

こども未来部長 真家 達成

こども政策課長 中川 光美

こども包括支援課長 直井 洋明

保育課長 野中 佑起男

教育長 入野 浩美

教育部長 加藤 史子

参事 中島 健一郎
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教育総務課長 塚本 富美代

学務課長 塚本 耕司

学校給食センター所長 小池 政幸

生涯学習課長 矢内 良則

図書館長 武藤 修美

文化振興課長 佐賀 憲一

博物館副館長 木塚 久仁子

上高津貝塚ふるさと歴史の広場副館長 比毛 君男

スポーツ振興課長 寺崎 敏彦

指導課長 岩田 幸一

行政経営課長 天貝 健一

行政経営課公共施設マネジメント推進室長 川中 信樹

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○矢口委員長 ただ今から文教厚生委員会を開会いたします。委員は全員出席でご

ざいます。それでは、説明に入ります。説明の順番は、教育委員会、保健福祉部、

こども未来部、その他となります。まず、教育委員会の案件について、協議を行い

ます。資料は、文教厚生委員会、令和６年、１１月２５日開催、教育委員会をお願

いいたします。早速、議案関係に入ります。まず、小・中学校管理員配置事業の補

正予算（案）について、執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 資料①をお願いいたします。小・中学校管理員配置事業の補

正予算（案）についてでございます。はじめに、１の補正の理由でございますが、

令和６年１０月１日から、茨城県の最低賃金が９５３円から１，００５円に改定さ

れました。これにより、本市会計年度職員である学校管理員報酬単価も月額１４万

１，４９９円から１４万７，７５８円に改定となったため、当初予算に不足が生じ

ることから、歳出予算の補正をお願いするものでございます。２の補正予算額は、

歳出予算、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理員費、１節報酬で、今回補正

額に記載の小学校管理員の報酬１５名分の不足額５６万４，０００円でございます。

同じく、３項中学校費、１節報酬で、今回補正額に記載の中学校及び新治学園管理

員の報酬９名分の不足額３３万８，０００円でございます。私からの説明は、以上

でございます。

○矢口委員長 委員の皆様から質問等はございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 なきようですので、次にまいります。小学校遊具大規模修繕事業の

補正予算（案）について、執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 つづきまして、資料②をお願いいたします。小学校遊具大規

模修繕事業の補正予算（案）についてでございます。今年度２件目となります。１
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の補正の理由でございますが、この度、本市に事業所がございます共英製鋼株式会

社から、ふるさと土浦応援寄付金、企業版ふるさと納税として、本市に１，０００

万円の寄付の申出がございました。そのうち、８００万円につきまして、子ども、

子育て支援事業として、小学校遊具の改修へ配分されることから、歳入歳出予算の

補正をお願いするものでございます。活用につきましては、下高津小、右籾小、土

浦二小、真鍋小の４校に記載の滑り台や雲てい等を設置する予定でございます。２

の補正予算額ですが、歳入は１９款寄付金、１項寄付金、１目ふるさと土浦応援寄

付金、１節土浦ふるさと土浦応援寄付金で、補正額は今回補正額に記載の８００万

円となります。歳出は２項小学校費、３目学校建設費、１４節工事請負費、補正額

は今回補正額に記載の８４５万９，０００円でございます。私からの説明は、以上

でございます。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますでしょうか。

○勝田委員 ２点ほど伺わせてください。共英製鋼さんという会社というのは字か

らすると、鉄の関係の会社なのかなと思うんですけど、雲ていとか登り棒とかに何

か関連した会社なんですか。

○矢口委員長 まず１点。それでいいですね。塚本課長。

○塚本教育総務課長 こちらは、旧新治村にありました関東スチールさんのほうが、

２０２４年の３月をもちまして、こちらの共英製鋼のほうに吸収合併をされた企業

でございまして、そちらからの寄付金となります。

○勝田委員 分かりました。それともう一つ。４校にそれぞれ寄付をいただくわけ

なんですけども、この４校というのは元々、滑り台とか、雲ていとか、登り棒とか、

鉄棒とかっていうのを設置というか、これ更新になるのかな。これの要望が教育委

員会のほうに上がっていたものが、この寄付金によって早まって行うと、そういう

ようなことなんでしょうか。

○塚本教育総務課長 こちら、遊具の選定につきましては、毎年、遊具点検を行っ

ておりまして、その中でＤ判定として使用禁止となっている遊具がございます。そ

ちらのほうを政策も含めて、予算のほうを計上させていただいてるんですが、それ

を前倒しして、例えばその同じ遊具が学校にないものプラス、遊具のほうが使用禁

止となっている箇所が多い学校から優先して修繕を行っている状況でございます。

○矢口委員長 ほかにいかがでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 なきようですので、次にまいります。小学校口腔衛生推進事業の補

正予算（案）について、執行部より説明願います。

○塚本学務課長 資料のほうは③をお願いいたします。小学校口腔衛生推進事業の

補正予算（案）について、御説明をいたします。１の補正の理由でございますが、

現在小学校４校で実施しておりますフッ化物洗口事業につきましては、令和４年度

の事業開始以来、県補助事業を活用してまいりました。しかし、今後、実施校の拡

大に伴います事業費の増加が見込まれますことから、より有利な財源の国補助事業

に切り替えるため、歳入予算の補正をお願いするものでございます。２の補正予算

額でございますが、下段の１７款、２項、７目教育費県補助金、５節小学校費補助

金につきまして、６万円を減額更正し、上段の１６款、２項、７目教育費国庫補助

金、２節小学校費補助金について、１００万３，０００円を増額補正するものでご

ざいます。また、今回切り替えます国補助事業でございますが、基準額が国の基準

額でございますが、１２１万円でございますので、今年度の事業費１００万３，０
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００円は全額補助対象となるものでございます。なお、フッ化物洗口事業の概要及

び実施校等の詳細につきましては、参考に記載のとおりでございます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。亀城プラザ指定管理者指定管

理委託料の補正予算（案）について、執行部より説明願います。

○矢内生涯学習課長 ４番、亀城プラザ管理運営事業の補正予算（案）について、

説明させていただきます。資料４を御覧下さい。補正の理由につきましては、指定

管理者である産業文化事業団の４月１日付け人事異動に伴う人件費の減によりまし

て、不用額が生じるものでございます。補正予算額につきましては、２款総務費、

１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料、指定管理に係る委託料１１０万

１，０００円を減額補正するものでございます。

○矢口委員長 ただ今の件について、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。体育施設維持管理事業の補正

予算（案）について、執行部より説明願います。

○寺崎スポーツ振興課長 資料の⑤をお願いいたします。体育施設維持管理事業は、

霞ヶ浦文化体育会館管理委託料の増額補正でございます。１補正の理由は、いずれ

も人件費関連ですが、本体育館については４月１日付けの人事異動で、委託先の産

業文化事業団職員１名が昇格したことにより、給与及び手当が増額となりました。

また、それらに嘱託職員の最低賃金の引上げ分を加えますと、当初予算では２４万

円の不足が生じる見込みとなります。従って、２補正予算額となりますが、当該額

を５項、３目、１２節委託料の歳出増として要求するものでございます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。中学校指導者用教科書・指導

者購入事業の補正予算（案）について、執行部より説明願います。

○岩田指導課長 資料６を御覧ください。中学校指導者用教科書・指導書購入事業

の補正予算（案）について、御説明いたします。指導者用教科書・指導書購入事業

につきましては、この後の資料７におきまして、財産の取得についての追認を求め

る件で御説明いたしますが、これまでの契約事務手続上の考えを改めまして、平和

７年度の教科書の採択替えに伴う中学校指導者用の教科書、指導書及びデジタル教

科書の購入につきまして、令和６年度中に教科書取扱店との仮契約と議会の議決を

経て、令和７年４月に速やかな教科書等の納品が行えるようにいたしたく、債務負

担を設定するものとなります。今回の補正ですが、市内７中学校及び義務教育学校

後期課程分として、購入予定冊数見込みになりますが、それぞれ教科書６２２冊、

指導書及びデジタル教科書５４４冊の購入分となります。今回の歳出補正額は、９

款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１０節需用費におきまして２，３３１

万６，０００円の増額となります。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、今、岩田課長から説明あったとおり、次

の議案、財産の取得に関する議案がございますので、そちらも併せてもしあれば、

次のところで併せて一緒に御質問いただければよろしいかなと思います。今の範囲

に限って御質問等ございましたら。よろしいでしょうか。

（「はい」との声あり）
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○矢口委員長 つづいて、財産の取得（令和２・令和６年度小学校教師用教科書等

の購入（追認））について、執行部より説明願います。

○岩田指導課長 資料７を御覧ください。指導課より、財産の取得について、令和

２・令和６年度小学校教師用教科書等の購入について、御説明いたします。令和２

年度、６年度に購入いたしました小学校の教師用教科書及び指導書、デジタル教科

書について、本来であれば契約に当たりまして、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、予定価格が２，０００万円以

上の財産の取得においては、議会の議決が必要であったにもかかわらず、市議会の

議決を経ずに購入していたことが判明いたしました。そのため、本件に係る契約手

続を有効なものとすべく、遡って１２月議会定例会におきまして、当該契約におけ

る財産の取得の追認を求める議案を上程するものです。はじめに、本件の購入、契

約につきまして、概要を御説明いたします。小中学校の児童生徒が使用する教科用

図書につきましては、国の教科書無償制度により無償で支給されておりますが、教

員が使用する教科用図書及び指導書等につきましては、国の無償の対象外となって

おります。教師用教科用図書の価格は文部科学省告示で定められており、指導書等

は教科書発行者が作成し、価格を設定しているところです。また、教科用図書、指

導書等は、教科書取扱店に登録された書店からのみ購入が可能となっております。

以上のことから、競争入札が適当でないとの判断の下、市として教科書取扱書店か

ら随意契約により購入しているところです。教師用教科書、指導書等の購入につき

ましては、４年ごとの教科書の採択替えの年度に行われます。令和２年度、令和６

年度での教員用教科用図書の購入につきましては、複数の取扱書店との契約におけ

る購入の合計額が２，０００万円を超えることとなりましたが、主管課である指導

課が議会の議決を経ずに購入しておりました。つぎに、本件が判明した経緯を御説

明いたします。これまで、指導課では本契約に当たりまして、教科書、指導書、デ

ジタル教科書と種類別に、また、納品時期に分けて複数書店と契約を交わしてきて

おります。令和６年度を例に申し上げますと、令和６年度は債権者４事業所と教科

書上巻、教科書下巻、指導書上巻、指導書下巻、そして、デジタル教科書と、５種

類の契約を交わしておりますので、合計２０の契約として行ってまいりました。購

入方法につきましては、個別の契約ごとの購入金額では、２，０００万円を超えて

いないことから、条例に規定する議会に付すべき契約及び財産の取得には該当しな

い案件と考えておりました。しかし、本年８月末から他自治体において、必要な議

決を経ずに指導書を購入していた事案が判明した旨の報道を受け、県からの確認の

連絡がございました。後に、契約目的が同一のものであれば、合算して１件の契約

として取り扱うべきとの国の運用解釈を踏まえまして、過去に遡り契約内容を再確

認いたしましたところ、議会の議決を経ずに令和２年度及び令和６年度の購入契約

を行っていたことが判明した次第です。議会に付すべき財産の取得基準につきまし

ては、職員に改めて周知徹底するとともに契約事項に関する事務手続のチェック体

制を強化いたしまして、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

○矢口委員長 それでは、委員の皆様から質問、御意見等ございますか。

○福田委員 今、詳しい説明がありまして、今年の８月末に県のほうから確認の連

絡がありましたと、こうなってるんですけど。こういう件はいずれにしても、今後

慎重にやってもらいたい。それだけです。よろしくお願いします。

○矢口委員長 ほかの方からはいかがでしょうか。
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○鈴木委員 これ、国の判断というか文科省の判断でこうなったんでしょうけども、

その判断が出たのは今年という解釈で良かったでしょうか。

○岩田指導課長 国の運用解釈につきましては、２，０００万円を超える案件が、

契約目的が同一のものであれば合算するということについては、以前からの運用解

釈であったんですが、私ども指導課のほうで契約していた件につきましては、令和

６年度に２０件の契約を２，０００万円以内で行っていたというような考えで手続

を行っていたものですから、こちらのほうで確認ができていなかったということに

なります。

○矢口委員長 ほかにいかがでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。つぎに、報告関係に入ります。

専決処分の報告（新治学園義務教育学校管理瑕疵に係る物損事故の和解）について、

執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 資料はサイドブックスの資料⑧をお願いいたします。専決処

分の報告（新治学園義務教育学校管理瑕疵に係る物損事故の和解）について、御報

告をさせていただきます。はじめに、１事故発生の日時及び２の事故発生の場所で

ございますが、令和６年９月９日月曜日、午前１０時１０分頃新治学園義務教育学

校地内において発生いたしました。４の事故の概要でございますが、新治学園に勤

務する職員が電動刈払機で校内の草刈を行っていたところ、飛び石によって、職員

駐車場に駐車していた同校職員の自家用車の後方窓グラスに直撃し、破損させてし

まいました。２ページに事故発生場所及び車両損傷写真を掲載してございます。お

手数ですが、１ページへお戻り願います。５の和解の概要でございますが、過失割

合は土浦市が１００％となり、市が加入している保険にて、相手方に対し車両修繕

代及びその間の代車代としまして、総額１４万９，７５４円を支払い、１０月１１

日に和解となってございます。再発防止として、作業の際は周りの状況を確認し、

事前に車両の移動を行うなど、安全を十分に確認した上で作業するよう、作業時の

留意事項につきまして、当該職員に対して指導するとともに、引き続き学校及び全

管理員に対し周知徹底し、再発防止に努めてまいります。

○矢口委員長 ただ今の件について、質問ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。つぎに、その他に入ります。

まず、上大津小学校整備基本設計中間報告について、執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 つづきまして、上大津小学校整備基本設計中間報告について

でございます。今年度末に上大津小学校基本設計を完了する予定でございますが、

その進捗状況について、中間報告をさせていただきます。資料は⑨－２をお願いい

たします。これまで、６月、１０月の２回、基本設計検討委員会を実施したほか、

７月から地域ワークショップ、教職員ワークショップ、児童ワークショップをそれ

ぞれ開催しており、参加者からアイディアや御意見をいただいております。そのほ

か、これまで改築等を行った真鍋小、土浦小、新治学園の３校の教職員を対象に、

各施設のメリット、デメリット等のアンケートの実施や、検討委員会委員やワーク

ショップメンバーなどの参加による流山市２校の先進校視察を行いました。２ペー

ジ目をお願いいたします。この基本設計検討委員会は、上大津小学校区である８地

区の区長、校長、ＰＴＡ代表及び学識経験者２名を含む１６名で構成をしておりま

す。検討委員会では、この後御覧いただきます基本設計案に対し、児童の安全、メ
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ンテナンス性、地域交流など、様々な御意見をいただきました。来年１月の最終委

員会では、今回示した案に、これまでいただいた御意見等を踏まえ、修正した基本

設計を御提示する予定でございます。また、３ページ、４ページ目には、ワークシ

ョップの様子等の写真を掲載してございます。５ページ、お願いいたします。資料

２と右側に書いてある資料になります。こちらは、配置計画案の比較表となります。

左から案１から案３は、令和５年３月に策定した統合小学校整備基本計画において、

配置ゾーニング例として示したものとなります。案４は、設計者からの提案である

今回、事務局案として進めている基本設計案となります。建物のボリュームや駐車

場の位置、工事期間も含めた児童動線の安全性など、比較検討し、１１月の検討委

員会では、案４の建物配置計画で御了承いただいたところでございます。お手数で

ございますが、資料の⑨の３をお開きいただきたいと思います。１ページ目は、外

構計画案となります。現在の上大津東小学校の北側、拡張部分に校舎と体育館を配

置しております。検討委員会では、駐車場の台数不足や、子供農園のあり方、地域

開放等のセキュリティの考え方などについて、御意見をいただいておりますので、

課題を整理し、今後修正等を行ってまいります。２ページ、３ページ目は、施設内

部計画案となります。建物の南側が普通教室や特別支援教室、教職員スペース、北

側が特別教室棟と体育館となっております。特に特別支援教室や職員室、保健室、

リフレッシュスペース等について、教職員ワークショップやアンケートからいただ

いた意見を反映したものとなってございます。今後につきましては、今回お示しし

た外構計画案、施設内部計画案を基に、完成度を高めてまいります。基本設計につ

きましては、改めて３月の文教厚生委員会において最終報告をさせていただきたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 では、私のほうから１件だけ。このことに関してだけではなくて、

学校の整備全般について、お伺いしたいんですけど、今、社会環境として工事の人

手不足とか、そういったこと、また、資材の高騰とかによって工事が遅れる傾向が

あるわけですよね。その中で学校の整備に関しては、もし遅れるとなると、非常に

影響が大きいということで、そういったことを見込んでの対策というか、検討はど

ういうふうにされているのか、お伺いさせていただきたいと思います。

○塚本教育総務課長 設計のほうを含めまして、今年と来年で工事が８年、９年で

外構、その後で３年間の工事期間を設けてるんですが、やはり人手不足っていうの

は否めないところです。私どもとしましては、早期に工事に着工したく思っており

ますので、来年度の実施設計を通常よりも早めまして、１２月の補正を予定してお

りまして、債務負担をお願いするような形でスケジュールを組んでます。そして、

８年度の早々に入札のほうを行う予定で、６月の議会では、その契約の案件につい

て行いまして、２年間の十分な建設期間を設けたいと考えてございます。

○矢口委員長 私が質問したとおり、そういうことを見越して、前倒しで今までよ

り進めてるっていうことでよろしいんですね。

○塚本教育総務課長 はい。
○矢口委員長 是非その方向で、今後もよろしくお願いいたします。ほかにござい

ますか。

（「なし」との声あり）
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○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。つづきまして、学校給食費の

見直しに係る答申について、執行部より説明願います。

○小池学校給食センター所長 資料⑩をお願いいたします。学校給食費の見直しに

つきましては、９月議会の本委員会において、本年８月２３日付けにて、教育委員

会より土浦市立学校給食センター運営審議会に諮問したことを御報告させていただ

きました。このことにつきまして、１０月３０日付けで、学校給食費の改定額及び

改定時期について、答申をいただきましたので、御報告させていただきます。本市

の学校給食費は、令和２年度に食品価格の値上げ及び文部科学省の学校給食摂取基

準に適合するための改定が行われ、現在規定されている学校給食費の額となってお

ります。それ以降は、学校給食費を据え置く中で、献立や主要食材、調理方法の工

夫等により、安全安心でおいしい学校給食の提供に努めてまいりました。しかしな

がら、近年のエネルギー価格の上昇や物価高騰に伴う給食の基本物資であるパンや

牛乳などの値上がりにより、副食費、おかずにかける費用が圧迫され、給食の質や

量、栄養価を維持することが難しくなってきたことから、令和４年１０月分から賄

材料費の増額分を公費で負担してまいりました。このように、現在の学校給食費と

食材調達に係る賄材料費、実際に掛かっている食材費の額との間にかい離が生じて

いることから、学校給食費の見直しが必要となっており、今後も安全な食材を使用

し、栄養価を保った給食を提供するために、学校給食費の見直しについて、土浦市

立学校給食センター運営審議会に答申し、この度答申をいただいたものでございま

す。答申書につきましては、資料⑩－２のほうをお願いいたします。具体的な改定

額については、２ページになります。まず、（１）改定額ですが、市立の小学校前

期課程児童につきましては現行月額４，２００円を５，２８０円に、中学校、後期

課程生徒につきましては現行４，７００円を５，９１０円に、市立の学校職員、茨

城県立土浦第一高等学校附属中学校の生徒及び職員につきましては現行４，９００

円を５，９１０円に、給食センター職員等につきましては現行６，８００円を７，

８１０円に、施設見学等に係る試食につきましては現行３８１食当たり３８０円を

４４０円に改定となります。（２）改定の時期につきましては、令和７年４月１日

からとなります。つづきまして、改定額の算定根拠等を説明させていただきますの

で、資料⑩－３のほうをお願いいたします。まず、１改定額につきましては、今、

説明したとおりでございますが、表の右から２番目、増額の欄で、市立の小学校及

び中学校の増額がほかより大きくなっているのは、現行の給食費が月額２００円の

公費負担により低く設定されていることから、現行との比較では、増となる額が大

きくなっております。２ページをお願いいたします。２基本的な考え方ですが、価

格の設定におきましては、近年の物価上昇による影響、栄養価の充足率や、直近の

米価格の上昇等を踏まえて算出いたします。３算定根拠ですが、まず（１）としま

して、令和６年に作った給食を令和２年度に提供していたら幾らでできた、令和２

年の価格に置き換えると幾らになるかというところから、上昇率を算出いたしまし

た。上昇率としましては、表の右下、網の掛かっている１．１６７となります。な

お、野菜につきましては、その時の天候状況により価格変動が激しいことから、比

較対象のデータからは外しております。つづいて、（２）としまして、栄養価を満

たすという観点から上昇率を算出いたしました。令和６年２月と４月の全献立をチ

ェックし、栄養科が少し足りていないメニューの見直しをしてみました。何かを一

品追加する。例えば、パンの時に鉄分強化のチョコクリームを追加するとか、フル

ーツを一品追加して、ビタミンＣを強化するなどとする場合に、幾ら追加費用が必
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要かというのを計算しましたところ、表の②の１食当たりに加算する額として、１

９．１６円必要ですよとなります。令和６年度におきましては、物価高騰等の対応

として、①の欄の公費負担額として、１食当たり２５円の上乗せをしておりますの

で、それと先ほどの１９．１６円を合わせた額で、令和２年度からの上昇率を見て

みますと、１．１６３となります。この２つの指数につきましては、どちらも市の

額が基準となっておりますので、これが客観的に妥当かどうかというのを確認する

ため、（３）として国が出しております消費者物価指数を示させていただきました。

これは２０２０年、令和２年を１００としており、現在の給食費も令和２年度に改

定したものであることから、比較するには適した指数であると考えております。令

和６年４月の指数としましては、１．１６４となっており、私どもで算出しました

ものとほぼ同じであることから、物価の上昇率としては１．１６が妥当であると判

断いたしました。ただ今説明させていただいたとおり、令和６年全般までの食材費

の上昇率は１．１６となりますが、その後に新たに考慮しなければいけない要因が

発生してしまいました。ニュース等でも話題となっておりますが、お米の値上がり

を考慮に入れないといけない状況となりました。主食である御飯につきましては、

公益財団法人茨城県学校給食会から弁当箱方式で購入しておりますが、９月の下旬

に価格改定の通知がございまして、令和６年度産のお米の価格が１キログラム当た

り２００円以上上がったということで、それに伴い御飯の価格も１１月分から大幅

に上がることになりました。具体的な１食当たりの値上がり額としましては、小学

校低学年用の７０グラムが１４．５４円、小学校中高学年用の９０グラムが１８．

７０円、中学生以上の１１０グラムが２２．８５円値上がりすることとなりました。

今までの御飯の価格はほぼ毎年上がっておりましたが、ここまで大きな値上がりと

なりますと、さすがにやりくりができませんので、この分を別途見積もる必要が出

てきました。（４）が米価格の上昇分となります。御飯の提供はおおむね週３回と

なっておりますので、週５日のうちの３回、５分の３を掛けた額、小学生で１０．

４３円、中学生で１３．７１円を加算することになります。以上のことを踏まえて

改定額を算出しますと、３ページのほうをお願いいたします。表を御覧ください。

左から２番目、令和２年度、現在の給食費の１食当たりの額を基準額としまして、

物価上昇率の１．１６を掛けます。それに、お米の値上がり分、小学校で１０．４

３円、中学生等で１３．７１円を加算します。これを月額に直しますと、一番右の

改定額となります。なお、給食センターと試食につきましては、調理等委託料の１

食当たりに掛かる経費１０５円を加算した額となっております。以上が改定額の算

定根拠等の説明となります。今後はこの答申内容を踏まえまして、市として適正な

給食費の額を検討してまいりますので、決まりましたら改めて御報告させていただ

きます。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、委員の皆様から質問等ございますでしょ

うか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 この件に関しましては、私たち文教厚生委員会で先日、学校給食セ

ンターにお伺いして詳細な説明を受けてきたところであります。今後も子供たちの

成長に大きく関わる学校給食に関して私たちも大きな関心を持って臨んでまいりま

すので、よろしくお願いいたします。つづきまして、上高津貝塚ふるさと歴史の広

場長寿命化改良事業の進捗状況について、執行部より説明願います。
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○比毛上高津貝塚副館長 恐れ入りますが、サイドブックスの資料⑪をお願いいた

します。上高津貝塚ふるさと歴史の広場からは、考古資料館の長寿命化の進捗状況

の報告をさせていただきます。今年度、考古資料館の長寿命化の基本設計実施設計

の予定でございましたが、６月の一般競争入札及び８月の指名競争入札のいずれも

不調になりました。主な理由は、設計業界全体における主任技術者の人材不足が最

も大きいところでございます。業者に対する聞き取り調査の結果、まず技術者不足

により設計業者が、更に外部に設計を委託する際の価格の上昇、次いで、長寿命化

工事に必要なアスべストや建築構造等の外部委託調査費用の上昇、更に急激な物価
高騰による全体的な諸単価の上昇によるものでございました。今後は設計金額の増

額と仕様見直し、発注時期を２月に変更し、設計業者が応札しやすい条件に整えま

す。今後のスケジュールにつきましては、１２月の当議会へ繰越明許費を上程いた

します。議決をいただき次第、直近の一般競争入札日である２月２５日に入札を予

定いたします。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますでしょうか。

○勝田委員 いろいろ大変です。この不調の理由というところの中に、金額もあり

ますけれども、設計の基準、経験値の話なんですけども、その話がありましたよね。

あちらは見直されるんですか、そのまま行かれるわけですか。予定は。

○比毛上高津貝塚副館長 考古資料館につきましては、国指定の重要文化財の資料

取扱い、なおかつ、埋蔵文化財の調査のセンターとしての機能も果たす建物でござ

いますので、設計に対する内容につきましては、同じものと考えております。

○矢口委員長 ほかにいかがでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 なきようですので、次にまいります。令和７年土浦市二十歳のつど

いについて、執行部より説明願います。

○矢内生涯学習課長 令和７年土浦市二十歳のつどいについて、御説明させていた

だきます。資料の１２を御覧ください。令和７年１月１２日の日曜日、成人の日の

前日に当たります３連休の真ん中の日に、クラフトシビックホール土浦で二十歳の

つどいを開催させていただきます。１，３４８人を対象として１２月に案内状を送

付いたします。後日、皆様にも御案内させていただきますので、御出席くださいま

すようよろしくお願いいたします。

○矢口委員長 こちらについては、いかがでしょうか。

○勝田委員 二十歳のつどいなんですが、ここしばらくは、式典の内容というのは

同じようなものを踏襲されてるように感じるわけですけども、実際に実行委員さん

とかがお考えになっていると思いますが、この内容に関して違う内容をやったほう

がいいんじゃないかとか、そういう御意見というのは出るもんなんでしょうか。例

年どおりで皆さん満足されているのであれば、それで結構かと思うんですが、いか

がなものなんでしょうか。

○矢内生涯学習課長 こちらのアトラクションにつきましては、各中学校単位の運

営委員のほうで各校４名程度に入っていただいて、今年に限っては９月の２０日の

日に１回目の運営委員会を設けました。その中で、今回のアトラクションについて、

皆さんで協議していただいて、昨年がアトラクションの中では恩師のビデオメッセ

ージ、こちらも実際に見ていただいて、話し合った結果、今年も今回も同様の形で

やりたいという意見が出ました。ただ、去年ですと、恩師のビデオメッセージの中

に各校１つクイズみたいなのを取り入れて実施したんですけど、今年につきまして
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は、各校がアレンジして、どのような形にするかっていうのは、自主的に考えると

いうことで、クイズを必ず取り入れるというものではないという形になりまして、

各運営委員の中で話合いを設けて、実際やりたいものにするという形にはなりまし

た。

○勝田委員 そうしますと、運営委員さんのアイデアが取り入れられているという

ような理解でよろしいんですよね。

○矢内生涯学習課長 そのとおりでございます。

○矢口委員長 ほかはいかがでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 それでは、以上で提出された資料の説明は終了しました。そのほか、

何か執行部からございますでしょうか。

○入野教育長 執行部からは特にございません。

○矢口委員長 委員の皆さんからはいかがですか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、教育委員会は終了といたします。お疲れ様でし

た。暫時休憩します。休憩後、保健福祉部を行います。再開は１０時５５分といた

します。

（午前１０時４８分休憩）
（午前１０時５５分再開）

○矢口委員長 再開いたします。つづきまして、保健福祉部の案件について、協議

を行います。資料は保健福祉部をお開きいただきたいと思います。まず、令和６年

度土浦市一般会計補正予算（第５回）（案）（生活保護対策事業）について、執行

部より説明願います。

○坂本社会福祉課長 資料の①令和６年度土浦市一般会計補正予算（第５回）（案）

の資料をお願いいたします。生活保護対策事業の補正になります。補正理由が２点

ありまして、１点が会計年度任用職員の報酬見直しに伴い、社会福祉課生活保護係

の会計年度任用職員の報酬に不足が生じることから、増額補正をお願いするもので

す。もう１点が、オンラインで行っております生活保護の資格確認のシステムで、

ネット回線に設定変更が発生いたしたことによります保守委託料の増額補正をお願

いするものです。補正予算額は、職員の報酬と委託料合わせまして８３万５，００

０円となります。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、委員の皆様から質問等ございますでし

ょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。令和６年度土浦市一般会計補

正予算（第５回）（案）（生活保護事業）について、執行部より説明願います。

○坂本社会福祉課長 資料の②をお願いいたします。生活保護事業になります。補

正の理由になりますが、２の事業概要にお示ししたように、生活保護は全部で８つ

の扶助費を支出しておりますが、保護受給世帯が予想以上に増えているという現状

がありまして、今年度扶助費の不足が見込まれますことから、税額補正をお願いす

るものでございます。なお、扶助費は国から４分の３が補助されますことから、併

せまして歳入についても補正をお願いするものでございます。補正額は、歳入が３，

３９０万１，０００円、歳出が４，５２０万２，０００円となっております。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。
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（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。令和６年度土浦市一般会計補

正予算（第５回）（案）（つくしの家管理運営事業）について、執行部より説明願

います。

○白田障害福祉課長 資料は引き続き、資料③令和６年度土浦市一般会計補正予算

をお願いいたします。つくしの家管理運営事業の補正でございます。資料に沿って

御説明させていただきます。１番補正の理由でございますが、つくしの家会計年度

任用職員の報酬単価の一部改定に伴いまして、つくしの家管理運営事業費予算が不

足することによる増額補正をお願いするものでございます。２番概要といたしまし

ては、本市の会計年度任用職員の一部職種におきまして、本年１０月分より報酬単

価の改定があり、これに伴う予算の確保を行うもので、対象となりますつくしの家

職員は、調理員で２名でございます。３番補正予算でございますが、調理員２名分

合わせまして、つくしの家管理運営事業、１６万９，０００円の増額でございます。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。土浦市老人福祉センター「つ

わぶき」の指定管理者の指定について、執行部より説明願います。

○刈山高齢福祉課長 資料のほうは④をお願いいたします。土浦市老人福祉センタ

ーつわぶきの指定管理者の指定について、案でございます。１番の提出理由でござ

いますが、土浦市老人福祉センターつわぶきについては、令和２年度から指定管理

者制度により、社会福祉法人土浦市社会福祉協議会を指定管理者として管理運営を

行わせてきましたが、その指定期間が令和７年３月３１日をもって期間が満了とな

ってございます。新たに指定管理者を指定することに伴い、地方自治法第２４４条

の２、第６項の規定により、議会の議決を必要とすることから、議案を提出するも

のでございます。２番の施設名称といたしましては、土浦市老人福祉センターつわ

ぶき、３番の指定する法人は社会福祉法人土浦市社会福祉協議会、４番の新たな指

定期間は令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間、５番の主な業

務は施設の維持保全、施設の使用許可、使用料の徴収などでございます。６番の選

定理由でございますが、土浦市社会福祉協議会は当施設を令和２年度から管理運営

を行ってきた実績があり、現行の当該施設の管理運営状況及び提出された事業計画

書等を審査した結果、平等利用の体制、サービス向上の意識、施設の有効活用方策、

経費節減の方針など、安定した管理運営能力を有するものと判断し、指定管理者候

補者として指定遂行能力を有するものと選定したものでございます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 次にまいります。令和６年度土浦市一般会計補正予算（第５回）

（案）（社会福祉協議会事業）について、執行部より説明願います。

○刈山高齢福祉課長 資料５をお願いいたします。令和６年度土浦市一般会計補正

予算（第５回）（案）（社会福祉協議会事業）につきましては、土浦市老人福祉セ

ンターつわぶき指定管理者指定管理料、債務負担行為の設定でございます。先ほど

の土浦市老人福祉センターつわぶきの指定管理者の指定についてで御説明いたしま

したとおり、令和７年４月１日から５年間、新たな指定管理者に当施設の管理運営

を担っていただくことに当たり、年度当初から円滑に業務に着手するため、今年度

中に契約行為等を行う必要があることから、債務負担行為を設定するものでござい
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ます。施設名称等は、先ほど御説明したとおりでございます。３番の債務負担行為

の設定額につきましては、１億４，９５０万円となります。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。令和６年度土浦市一般会計補

正予算（第５回）（案）（老人福祉センター等整備事業）について、執行部より説

明願います。

○刈山高齢福祉課長 資料の６をお願いいたします。令和６年度土浦市一般会計補

正予算（第５回）（案）について、老人福祉センター等整備事業でございます。１

番の補正理由でございますが、土浦市ふれあいセンター「ながみね」の多目的ホー

ルの照明器具につきましては、平成１５年度の事業開始時に設置された電動昇降装

置付きの物を使用しており、２１年経過しております。この照明器具につきまして

は、不点灯が見られたため、点検を行ったところ、電気昇降装置は稼働できない状

態であり、対応年数の１５年を既に経過してございましたことから、照明器具の更

新工事を行うために、増額補正をお願いするものであります。２番の事業概要でご

ざいますが、この電動昇降装置を撤去しまして、ＬＥＤ照明の器具を新たに設置す

るものでございます。３番の補正予算額につきましては、工事請負費１１４万２，

０００円の増額でございます。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 では、次にまいります。令和６年度土浦市介護保険特別会計補正予

算（第２回）（案）（高齢者等在宅生活支援配食サービス事業）について、執行部

より説明願います。

○刈山高齢福祉課長 資料７をお願いいたします。令和６年度土浦市介護保険特別

会計補正予算（第２回）（案）について、高齢者等在宅生活支援配食サービス事業

でございます。１番の補正理由でございますが、本事業は、高齢者等が自立した日

常生活を営むことができるよう支援するため、食事の調理及び調達が困難であり、

かつ、見守りが必要な高齢者に対し、定期的な食事の提供を行い、安否の確認を行

っているものでございます。令和７年度新たに業務委託することに伴いまして、委

託事業者が円滑に業務に着手できることができるようにするため、令和６年度中に

契約行為等を行う必要があることから、また、安定的な食事の提供を確保するため、

債務負担行為の設定を行うものでございます。２番の事業の概要につきましては、

市内に居住する虚弱、身体の障害、疾病等の理由により調理が困難な一人暮らし高

齢者又は高齢者世帯、特定疾病に該当する２号被保険者等に対しまして、昼食夕食

のうち、利用者が希望する食事を配送、また、食事の配送時に直接利用者に手渡し、

安否の確認を行うものでございます。利用者の自己負担は１食当たり４００円、委

託期間は令和７年度から令和９年度までの３年間でございます。３番の債務負担行

為設定額は、４，５６２万２，０００円となります。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますでしょうか。

○吉田（千）委員 この予算は、大体何人ぐらいと想定されているんでしょうか。

○矢口委員長 刈山課長、ついでにもうちょっと事業の概要、どういうサービスを

行っているのか、詳しく併せて説明いただければと思います。

○刈山高齢福祉課長 こちらの事業につきましては、いわゆる宅配のお食事を使っ

ている事業者に委託をしまして、その宅配事業者のほうに、食事の希望される方の
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登録を行います。登録された方の御自宅に昼食、ないしは夕食をその業者が配送い

たします。そこで配送をただ置いてくるのではなく、安否確認ということが一番大

事になってきますので、そこでコミュニケーションを取っていただいて、安否を確

認していただくというようなものでございます。それで、人数のほうが１０月末現

在は１１５人の方が御利用なさってます。この配食につきましては、年度で計算し

ます。３年間で１０万３，６８５食というような計算をしてございます。こちらは

例年の実績です。そういったところから見込んでいるというものでございまして、

ちなみに、令和５年度はちょっとこれよりも数が多いんですが、１２４人の方がい

まして、３万４，１２５食というような実績でございました。１０月末現在で若干

少なくはなっているんですが、平均すると、１１５ぐらいかなというようなことで

考えてございます。

○矢口委員長 もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。この利用者が希

望する食事ということで、基本的に昼食、夕食を希望される方は、毎日届けるのか、

それとも何月何日にスポットで届けるとか、あらかじめ決めて届けてるのか。そこ

ら辺は。

○刈山高齢福祉課長 原則としましては、１週に２回以上必要な方ということで、

それ以上の数については、規制は特にございません。ただ、来てくれた方に、安否

確認の際に４００円を支払うということをやってございますので、量が多くなると、

当然負担も大きくなるというようなことがございます。

○矢口委員長 要するに、安否確認を兼ねてるから、必ず手渡しして代金を回収す

る。あと、利用頻度も最低週２回でしたよね。それだけやってるから、安否確認に

つながってるということを理解いたしました。ほかにございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 それでは、次にまいります。土浦市地域包括支援センターの職員及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正（案）について、執行部より説明願い

ます。

○刈山高齢福祉課長 資料８をお願いいたします。土浦市地域包括支援センターの

職員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（案）についてでございます。

１番の改正理由につきましては、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準の一部を改正する省令によりまして、条例の基準となる国の基

準が改正されたために、省令に合わせて対象となる条例を改正するものでございま

す。２番の主な改正の内容につきましては、地域包括支援センターにおける職員配

置の柔軟化でございます。１つ目が（１）のほうになりますが、地域包括支援セン

ター運営協議会が認める場合は、常勤換算方法によることを可能とするというもの

でございます。この常勤換算方法につきましては、例えば常勤で保健師さんを１名

雇わなければいけない。週４０時間というようなことで配置をいたします場合には、

常勤で雇用ができない、この専門職の雇用は結構厳しいものがございますので、そ

ういったところが非常勤職員の２名を例えば月、火、水の週３日間、１日８時間と

すると、２４時間と木、金ということで、もう１人を週に２日でございますので、

１６時間ということで雇用すれば、合わせて４０時間になりますので、これで常勤

職員１名を算定するというようなものでございます。２つ目のほうが地域包括支援

センター運営協議会が認める場合は、複数の地域包括支援センターが担当する区域

ごとに、第１号被保険者の数を合算した数について、おおむね３，０００人以上６，
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０００人未満ごとに、地域包括支援センターに配置すべき３職種の常勤の職員の員

数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該５つの地域包括

支援センターがそれぞれ３職種の職配置基準を満たすものとする。また、この場合

につきましては、質の担保の観点から、当該５つの地域包括支援センターは、３職

種のうち、いずれか２職種の職員を配置しなければならないとするものでございま

す。まず、この３職種といいますのは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門医

又はこれに準ずるものでございます。下の図を見ていただきまして、左側が改正前

で、右側が改正後になるわけですけれども、改正前の図を見ていただきますと、市

内に３つの地域包括支援センターがあると仮定しまして、それぞれが被保険者６，

０００人としますと、３職種１名ずつ、いわゆる、青、オレンジ、紫の配置が必要

でございました。６，０００人に１人です。これを緩和しまして、右側にしますと、

改正後の図では、市の全体数の被保険者１万８，０００になりまして、３職種がそ

れぞれ３人ずつ、全体で９人配置すればよいというようなことになります。ただし、

この図を見ていただきますと、ちょっと見づらいんですけれども、左側でオレンジ

と紫です。この職種が違うってことで色を変えてるんですけれども、この２種類、

右側が３人なんですけれども、この青い２人と真ん中にオレンジということで、種

類としては２種類になりますので、３人はいるんですけれども、２種類の職種、２

職種になるということでございます。この職種は質の担保から、この２職種を確保

して、市全体では３セット、９人いれば配置のほうはクリアできるというような条

文のいわゆる緩和になってございます。３点目の施行日につきましては、公布の日

からとなります。次ページ以降に４番としまして、新旧対照を添付してございます。

○矢口委員長 ただ今の説明について、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 次にまいります。つづきまして、債権の放棄（出産費資金貸付金）

（案）についてです。事前委員会の資料においては、個人情報は削除しております

が、定例会中の本委員会では、議案書にて個人情報が記載されておりますので、御

了承願います。執行部より説明願います。

○武井国保年金課長 資料の９をお願いいたします。債権放棄についてのうち、出

産費資金貸付金について、御説明いたします。１、議案の趣旨としましては、出産

資金貸付金に係る債権を放棄するため、地方自治法第９６条、第１項、第１０号の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。２債権の概要の（１）債権の

目的としては、出産費の資金のために貸し付けるものになります。ここで、出産育

児一時金と出産費資金貸付制度について、説明させていただきます。出産費資金貸

付金とは、出産予定日まで１か月以内である土浦市の国民健康保険の被保険者が属

する世帯の世帯主に対して貸し付けるものでございます。この際、国民健康保険税

を完納している方限定でございます。自己負担分のお支払が困難な方が、この出産

費資金貸付制度を利用して、出産育児一時金分を担保として、貸付金をこの制度か

ら借り、病院への支払いを済ませます。その後に出産育児一時金の申請をして、出

産育児一時金分をもらい受けたら、出産費資金貸付金に返還をしてもらう制度でご

ざいます。貸付限度額は出産育児一時金の額の１０分の９に相当する額とし、貸付

利率は無利子、償還期限は出産育児一時金の支給日としております。借り主は、資

金を貸付けした後に、出産前に国保の資格を喪失しました。そのため、出産育児一

時金が支給されず、返還請求を行うも生活困窮等の利用により、一部返還があった

のみで、市外転出後に所在不明となっております。そのため、貸付金を回収できず
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に債権として残ったものでございます。（２）債権の種類としては、私債権になり、

（３）消滅時効の期間は債権発生日の翌日から１０年となります。３番債務者の人

数は２名で、４番放棄する債権の総額は４８万４，０００円となります。５番の放

棄の理由としては、債務者番号１と２は、当該債権の消滅時効期間の経過により、

今後の徴収が極めて困難であるため、債権を放棄するものでございます。なお、債

務者番号１、２とも徴収努力を続けるも、お支払がなく、債務承認書送付により、

最終の支払意思確認をするも、１については支払の確認ができないもの、２につい

ては連絡も支払も確認できないものとなってございます。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 参考までに教えてください。この制度を利用する件数は分かります

か。利用されてる方がどのぐらいか。

○武井国保年金課長 今、出産の貸付金制度自体はもうなくなってしまいました。

現在は出産一時金ということで、直接病院のほうへ市から支払うというようなこと

で、実際の出産費用が上回った負担分に関しては、被保険者の方が払うという形に

なってございます。

○矢口委員長 ということは、今後こういった債務が発生する可能性はないってい

うことですか。

○武井国保年金課長 ございません。

○矢口委員長 ありがとうございます。ほかにはいかがですか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 それでは、次にまいります。債権の放棄（高額療養費貸付金）（案）

について、執行部より説明願います。

○武井国保年金課長 つづきまして、資料の１０をお願いいたします。債権放棄に

ついてのうち、高額療養費貸付金について、御説明いたします。１、議案の趣旨と

しましては、高額療養費貸付金に係る債権を放棄するため、地方自治法第９６条、

第１項、第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。２、債権

の概要としましては、（１）債権の目的は、高額療養費の支払のために貸し付ける

ものでございます。ここで、高額療養費と高額療養費貸付制度について、簡単に説

明させていただきます。高額療養費とは、１か月に支払った医療費の一部負担金、

いわゆる自己負担分が一定額を超えたときに、申請により超えた分が高額療養費と

して支給されるものでございます。限度額は７０歳未満の人と７０歳以上、７５歳

未満の人とは異なり、また、所得区分も異なってございます。高額療養費は、病院

の支払が終了してから、その領収書をもって一定額を超えた分が支払われます。限

度額適用認定書等を医療機関で提示すれば、医療機関の窓口の支払は、限度額まで

となります。ただし、７０歳未満の滞納者の場合は不可となってございます。自己

負担分のお支払が困難な方が、この高額療養費貸付金制度を利用して、高額療養費

分を担保として貸付金をこの制度から借り、病院へのお支払を済ませます。その後

に高額療養費の申請をして、高額療養費分をもらい受けたら、高額療養費貸付金に

返還をしてもらう制度でございます。貸付限度額は高額療養費の額の１０分の９に

相当する額とし、貸付利率は無利子、償還期限は高額療養費の支給日としておりま

す。当時、国保年金課から高額療養費申請の勧奨通知を送付していたにもかかわら

ず、申請してもらえず、給付できる時効の２年が過ぎてしまったものでございます。

そのため、貸付金を回収できずに債権として残ったものでございます。（２）債権
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の種類と（３）消滅時効の期間については、出産費資金貸付金と同じ私債権と債権

発生日の翌日から１０年となっております。今回、債権放棄する人数、債務者人数

は１５人でございます。放棄する債権の総額は、３６７万９，７０８円となってご

ざいます。放棄の理由としましては、債務者番号１から１５は当該債権の消滅時効

期間の経過により、今後の徴収が極めて困難であるため、債権を放棄するものでご

ざいます。なお、債務者番号８と１１は、居所不明のものとなります。また、債務

者番号１、３、４、６、１０、１５は、徴収努力を続けるも支払がなく、債務承認

書送付により、最終の支払意思を確認するも、連絡も支払も確認できないものとな

ってございます。説明のほうは、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。土浦市医療福祉費支給に関す

る条例の一部改正（案）について、執行部より説明願います。

○武井国保年金課長 資料の１１をお願いいたします。土浦市医療福祉費支給に関

する条例の一部改正について、御説明いたします。今回の改正理由ですが、令和２

年度の税制改正により、所得税法上の控除対象扶養親族から除外された国外居住親

族について、県の医療福祉制度では現行どおり、所得制限額に加算できるよう、県

の要領等の改正が行わました。それに伴い、現行の県制度維持に対応するため、条

例の一部を改正するものでございます。今回、控除対象扶養親族から除外される国

外居住親族については、２の改正内容中の３項に記載されております表の白い部分

でございます。なお、土浦市におきましては、この要件に該当している方が現在の

ところを確認できてございません。

○矢口委員長 ただ今の説明について、質問ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。令和６年度土浦市一般会計補

正予算（第５回）（案）（各種予防接種事業）について、執行部より説明願います。

○佐藤健康増進課長 資料１２をお願いいたします。予防接種後の健康被害救済へ

の給付金に係る増額補正でございます。昨年度末まで実施しておりました新型コロ

ナワクチンの特例臨時接種後の副反応による健康障害を生じた方が新たに３名ござ

いまして、厚労省の審議の結果、認定を受けましたので、医療費等の給付を行うも

のでございます。なお、財源につきましては、１０分の１０国の補助がございます。

補正額といたしましては、歳入歳出とも同額で、４，５６１万４，０００円でござ

います。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

○勝田委員 ３名で４，５００万ということですよね。このとおりでしょうけど、

ちょっと額が大きいので、驚いたところなんですけども。これは、額がもう国で最

初から定められてるものでしたでしょうか。１人当たり幾らとか。それとも、実際

に掛かったものを補償するということでしたか。

○佐藤健康増進課長 今回、３名のうち、お一方亡くなられた方がいらっしゃいま

して、その方についての金額が４，０００万を超える額となっております。給付の

種類につきましては、医療費については実費相当、その他医療手当は月々決まった

額がございまして、死亡一時金、それから、葬祭料などについても国が定めた額が

ございます。
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○勝田委員 ちなみに、ほかにお亡くなりになった人は今までいらっしゃったんで

すか。

○佐藤健康増進課長 亡くなられた方はこの方が初めてとなります。

○矢口委員長 ほかに質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にその他に入ります。パブリック・コメント

実施案件について、執行部より説明願います。

○佐藤健康増進課長 ⑬－１をお願いいたします。土浦市第四次健康土浦２１、こ

ちらは土浦市の健康増進計画、食育推進計画になるものでございまして、健康増進

法及び食育基本法に基づき、令和２年度に策定しました現行の第三次の計画が今年

度で満了となりますことから、令和７年度から１８年度までの１２年間を計画期間

期間とします第四次計画を策定するものでございます。パブリックコメントの実施

期間は、１２月１０日から１月７日までの期間を予定しております。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で提出された資料の説明は終了しました。

それでは、その他、何か執行部からございますでしょうか。

○吉田（千）委員 大変恐縮です。先ほど聞き忘れまして、今分からなかったら、

次回で結構なんですが、生活保護事業の社会福祉課のところで、世帯が国も伸びて

いるけれど、土浦も伸びてるよというお話でしたので、ここ２、３年の状況でどの

ぐらい伸びているのか。また、受給世帯は、単身者が多いのかどうか。その辺も含

めて教えていただければと思います。

○坂本社会福祉課長 生活保護世帯なんですが、令和４年度の世帯数が１，２３３

世帯なんですが、現在令和６年の１０月末現在で１，２９２世帯、令和４年度の時

の人数が１，４６５人だったのに対し、現在は１，５１３名。この方々が生活保護

となっておりますので、年間では、５０人程度の増加になるのが大体予想されてお

ります。

○吉田（千）委員 単身世帯が多いのどうか。その辺が分かれば。

○坂本社会福祉課長 こちらのほうなんですが、令和６年度の現在の状態でお話さ

せていただくと、高齢者世帯が全体の６１．５％、７９５世帯というような形にな

ってまして、そのうち、高齢者の９３％は単身世帯というような形になっておりま

す。その後になってきますと、障害者世帯等々が全体の１４．６％になりますので、

ほとんどの方が高齢者世帯の単身というのが現状となっております。

○矢口委員長 それでは、執行部からほかに何かございますか。

○羽生保健福祉部長 執行部からは特にございません。

○矢口委員長 委員の皆様からは何かございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で保健福祉部は終了といたします。暫時休

憩します。１１時５０分からすぐに再開いたします。お疲れ様でした。

（午前１１時４６分休憩）

（午前１１時５０分再開）

○矢口委員長 再開します。つづきまして、こども未来部の案件について、協議を

行います。資料はこども未来部をお開きください。議案関係に入ります。まず、土

浦市立保育所条例の一部改正（案）について、執行部より説明願います。
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○中川こども政策課長 それでは、資料１をお願いいたします。土浦市立保育所条

例の一部改正（案）につきまして、御説明をいたします。今回の改正ですけれども、

土浦市公立保育所民間活力導入実施計画に基づきまして、霞ケ岡保育所が令和７年

４月１日付けで民間に移管となりますことから、今年度末に当保育所を廃止とする

ことで、条例の条項から削除をするものです。施行予定日は、令和７年４月１日か

らとなります。別添の資料１と２は改正案文、資料１と３は、新旧対照表となりま

すので、後ほど御覧いただければと思います。

○矢口委員長 委員の皆様から質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。児童手当支給事業の補正予算

（案）について、執行部より説明願います。

○中川こども政策課長 資料２をお願いいたします。児童手当支給事業の補正予算

（案）について、御説明申し上げます。今回の補正の理由としまして、素手に御案

内のとおり、本年１０月１日から児童手当が改正となり、第３子以降の算定基準の

変更により、扶助費の増額補正、また、歳入においても、国、県の負担割合が変更

となることから、併せて歳入補正もお願いするものです。今回の児童手当の改正は、

２の事業内容にもございますとおり、支給対象者の拡大、それから、所得制限の撤

廃、その他に第３子の判定基準が高校生年代から大学生年代に引上げとなりました。

大学生年代に当たっては、住所が市内にない場合がありまして、（４）にあります

とおり、当初見込みより該当者が多くありまして、支給額も増加する見込みとなり

ました。また、補助率についても、今回の改正では、国の負担が大きくなりますこ

とから、市負担が減少する見込みとなります。補助率については、（５）にござい

ますとおりです。次のページ、２ページをお願いいたします。こちら、補正予算額

につきましては、歳出で１，２９３万５，０００円の増額となります。詳細は、表

のとおりとなります。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。児童扶養手当支給事業の補正

予算（案）について、執行部より説明願います。

○中川こども政策課長 資料３をお願いいたします。児童扶養手当支給事業につい

て、御説明をいたします。今回の補正の理由ですけれども、令和６年４月以降の支

給月額の引上げ、また、１１月からの制度改正に伴いまして、改定額が確定したこ

とから、扶助費の増額補正をお願いするものです。２番の事業内容にございますと

おり、支給月額の引上げというのは、消費者物価指数により変動するもので、例年、

毎年上がっている状況でございます。大きな２番目の（４）にありますとおり、本

体額では約１，３６０円が増額となっております。また、１１月の制度改正の内容

につきましては、受給者本人の所得限度額が引上げになり、第３以降の加算額が引

上げとなっております。この１１月改正分につきましては、１月の支給分からとな

ります。また、歳入につきましても、国の補助分を増額補正させていただきます。

３番の補正予算額では、歳出で３，３８５万５，０００円の増額をお願いするもの

です。詳細は表のとおりとなります。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）
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○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。私立保育園運営事業及び私立

認定こども園運営事業の補正予算（案）について、執行部より説明願います。

○野中保育課長 私立保育園運営事業及び私立認定こども園運営事業の補正（案）

について、御説明させていただきます。１番の補正の理由ですが、私立保育園運営

事業及び私立認定こども園運営事業につきましては、昨年度の事業になりますが、

どちらの事業も対象児童が当初の見込人数を下回り、昨年度の交付金の返還が必要

となったことから、増額補正をお願いするものでございます。２番の補正の概要で

すが、私立保育園運営事業の対象の交付金のほうは、子供のための教育保育給付交

付金になります。こちらのほうの超過交付額のほうが７９３万円、返還金になりま

す。（２）の私立認定こども園運営事業の対象の交付金のほうは、子育てのための

施設等利用給付交付金になります。こちらの超過交付額のほうが１，８０８万円、

返還金になります。３番の補正予算額のほうなんですが、歳出になりまして、合計

で２，６０１万円、詳細につきましては、こちらの表のとおりになります。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。病児・病後児保育事業の補正

予算（案）について、執行部より説明願います。

○野中保育課長 病児・病後児保育事業の補正案について、御説明させていただき

ます。１番の補正の理由ですが、今年度、補助金の基準額のほうが増額された病

児・病後児保育事業につきましては、病児対応型を実施しているキッズケア「なお

るーむ」におきまして、利用者が想定より多く、また、休園していた愛保育園につ

きまして、病後・児保育事業を今年の１０月から再開したことによりまして、予算

の不足が見込まれることから、増額補正をお願いするものでございます。２番の事

業の概要ですが、まず、（１）事業内容につきましては、病児・病後児保育事業は、

保護者が就労等により、子供が病気の際に家庭での保育が困難な場合、医療機関、

保育所等に付設された専用スペース等で病気の子供を一時的に保管保育する事業で

ございます。（２）の予算要求内容につきましては、当初予算よりも不足が見込ま

れるのが、２４４万６，０００円になります。（３）の補助率につきましては、子

ども・子育て支援交付金のほうで、国３分の１、県３分の１、市３分の１になりま

す。３番の補正予算額のほうなんですが、こちらは今年度事業でして、国と県のほ

うから、歳入のほうの補正もございまして、国のほうが８１万５，０００円、県の

ほうも同額になります。歳出につきましては、先ほどの２４４万６，０００円を増

額補正させていただきたいと思っております。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますでしょうか。福田委

員。

○福田委員 この事業は何人ぐらい利用されているんですか。

○野中保育課長 まず、キッズケア「なおるーむ」のほうなんですが、昨年度の実

績が１２６名だったのですが、今年度見込みでは２５名増えまして、１５１名を見

込んでございます。

○矢口委員長 ほかにはいかがですか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。国庫支出金返還事業及び放課

後児童クラブ推進事業の補正予算（案）について、執行部より説明願います。
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○野中保育課長 国庫支出金返還事業及び放課後児童クラブ推進事業の補正予算

（案）について、御説明させていただきます。１番の補正の理由ですが、国庫支出

金返還事業につきましては、昨年度の事業の中で、特に一時預かりの児童数が当初

の見込みを下回ったこと、更に放課後児童クラブ推進事業につきましても、児童ク

ラブの年間開所日数と、支援員の勤務日数が当初の見込みを下回り、昨年度の交付

金の返還が必要になったことから、増額補正をお願いするものでございます。こち

らはどちらも、子ども・子育て支援交付金の対象になりまして、補助率は、国３分

の１、県３分の１、市３分の１でございます。２番の補正の概要ですが、国庫支出

金返還事業は、超過交付額が２４９万９，０００円、こちらが返還金になります。

放課後児童クラブ推進事業につきましては、超過交付額が１７４万６，０００円で、

こちらが返還金になります。３番の補正予算ですが、こちらは目が違っておりまし

て、歳出で国庫支出金返還事業は６目の私立保育園費としまして２４９万９，００

０円を計上させていただき、放課後児童クラブ推進事業につきましては１３目放課

後児童費ということで、１７４万６，０００円を計上させていただくものでござい

ます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。債権の放棄（子育て短期支援

事業利用者徴収金）について、執行部より説明願います。

○直井こども包括支援課長 債権に関しましては、子育て短期支援事業で発生しま

した利用者負担金となります。この事業は、保護者の疾病、その他の理由により、

家庭において子供を養育することが一時的に困難な場合に、児童養護施設等におい

て、一定期間養育保護を行う事業となっております。私債権であり、債権発生日の

翌日から１０年が時効消滅時効の期間となります。債権者は１名であり、放棄する

債権の総額は４万１，２５０円となります。理由としましては、消滅時効期間の経

過により、今後の徴収が極めて困難であるため、債権を放棄するものでございます。

滞納が発生した平成２４年以降、督促、催促をしてまいりましたが、最終的には居

所不明となり、それ以上の接触ができないまま消滅時効期間が経過したものとなっ

ております。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。債権の放棄（児童クラブ育成

料）について、執行部より説明願います。

○野中保育課長 資料の⑧－１を御覧いただければと思います。児童クラブ育成料

の債権放棄（案）について、御説明させていただきます。１番の議案の趣旨ですが、

児童クラブ育成料に係る債権を放棄するため、地方自治法第９６条、第１項、第１

０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。２番の債権の概要です

が、（１）債権の目的は、児童クラブの利用に当たり、保護者から月ごとに徴収さ

れる利用料になります。２番の債権の種類は私債権、（３）の消滅時効の期間は５

年になります。３番の債権者人数は、１００名でございます。４番の放棄する債権

の総額は２３６万８，５００円、５番の放棄の理由ですが、別添の⑧－２を付けた

ので、御覧いただければと思います。こちらの法規対象債権の内訳表のほうで、住

所と氏名は、今回、事前委員会では記載削除になっていますが、その他に債権の金

額、年度を記載してございます。今回、児童クラブの育成料につきましては、平成
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１９年度が一番古い債権で、今から１４年前の債権もまだ残ってるものがありまし

たので、そちらも先ほど私のほうで消滅時効５年とお伝えしたんですが、今まで残

ってるものも全部整理したものでございます。債権者の番号は１番から１０番にな

りますが、当該債権の消滅時効期間の経過によりまして、今後の徴収が極めて困難

であるため、債権の放棄をお願いするものでございます。これらの債務者につきま

しては、徴収努力を続けても支払がなく、債務承認書送付によりまして最終の支払

意思確認をするも、連絡、支払も確認できないものとなります。うちのほうで９月

３日に、債務承認書を発送しました。こちらは全体で１３４名の方に発送したんで

すが、こちらのほうで債務承認、納付予定、時効の援用された方が３４名いらっし

ゃって、残りの１００名の方、こちらの債権放棄をお願いするものでございます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして、質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。その他に入ります。「（仮称）

土浦市こども計画（案）」に係るパブリック・コメントの実施について、執行部よ

り説明願います。

○中川こども政策課長 資料９をお願いいたします。（仮称）土浦市こども計画

（案）に係るパブリック・コメントの実施についてです。この計画は、現行の土浦

市子ども子育て支援事業計画の計画期間終了に伴いまして、次期計画とともに、市

町村子ども計画、子供の貧困対策やヤングケアラー支援対策等を包含した一体的な

計画を策定するものでございます。現在、子ども子育て会議、外部会議を５回開催

いたしまして、委員の皆様からいろいろ御意見をいただきまして、計画がまとまり

ましたことから、パブリックコメントを実施したいと考えております。実施期間は、

１２月１１日から来年１月８日までとなっております。計画案につきましては、別

添資料の９－２、９－３となっておりますので、後ほど御覧いただければと思いま

す。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、次にまいります。霞ケ岡保育所に係る民間活力

導入事業の進捗状況について、執行部より説明願います。

○中川こども政策課長 資料の１０をお願いいたします。霞ケ岡の移管先事業所に

よります民間活力導入の進捗状況になっております。移管先事業所による新園舎整

備につきましては、本年７月に実施されました工事の入札が不調となったことは、

９月の委員会にて御説明をさせていただきました。その後についての御報告となり

ます。１０月１２日に、保護者との３者懇談会を実施いたしました。園舎整備に遅

れが生じることや、４月以降の保育体制について、事業所からの説明をさせていた

だきました。保護者からは、どちらかというと、現体制が維持できるような要望を

いただきましたので、今後来年の４月に向けて、移管がうまくできるようにという

ことで御説明をさせていただきました。工事入札につきましてですけれども、１０

月３１日に設計を一部変更するなど条件を変更し、入札を行いましたが、また金額

が折り合わず、落札者がありませんでした。その後、１１月２１日、先週ですけれ

ども、再入札を実施いたしました。これについても、応札者がありませんでした。

この後なんですけれども、国に定める社会福祉法人における入札契約等の扱いによ

りますと、再入札でも落札差がない場合は、予定価格内での随意契約に切り替える

ことができるとなっておりますことから、個々の建設業者に直接掛け合って契約業
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者を探してもらうこととなります。予定価格は変えることはできませんけれども、

その他の条件については、多少条件を変えて契約ができるということになります。

今後の整備スケジュールにつきましては、保護者の方の支障が最小限になるよう、

進捗管理をしてまいりたいと思いますので、御理解いただければと思います。

○矢口委員長 ただ今の件につきまして、質問等ございますか。

○勝田委員 今、お子さんは通ってらっしゃる子がいるわけですよね。来年４月１

日から祥風会さんに移管をするわけですが、この整備工事は１１月２１日も落札で

きてないわけだから、４月１日に整備が終わった状態で入るというのは多分現実的

には難しいですけど、今の施設の中でお子さんたちは４月１日以降も通われるとい

う、まずはそういうことでよろしいですよね。

○中川こども政策課長 委員がおっしゃったとおりで、現の霞ケ岡保育所を民間に

貸付けという形で、家賃という形で使用料をいただきながら、整備が整うまで、現

の保育所でお子様をお預かりして、運営だけ民間に移管するというような形となり

ます。

○勝田委員 随契が可能だということなんですが、何回かやって落ちないものです

ので、随契で、予算の範囲の中でやれればいいんだろうと思うんですけど、先の話

になってしまうのでちょっと答えられないかもしれないですけど、これ随契でも難

しい場合っていう場合は、どういうふうに契約上は対応されるわけですか。

○中川こども政策課長 随契に切り替える場合は、今言った予定価格を変えること

ができないので、それでもどうしても、今やっぱり物価高騰とか、それから人件費

高騰で入札が落ちないのはどこの工事も同じかと思うんですけれども、万が一とい

うことであれば、予定価格を上げて入札をかけるほかないのかなとは思うんですけ

れども。やはり、民間の事業所さんでもありますし、この先の運営のことを考えま

すと、どのぐらいその予定価格が上げられるのかというところは、委託先のほうの

資金繰りというかですかね、国から補助が出まして、整備補助が出るんですけれど

も、こちらもどうしても金額がもう上限まで決まってまして、それ以上は、これ以

上上げても、予定価格を上げたとしても、上限以上はもらえないので、あくまでも

事業所さんのお財布事情というか、そういう形になってしまいますので、そのとこ

ろがなかなか厳しくなっているところであります。

○勝田委員 ちょっと答えづらい話で申し訳なかったんですけど、そうなると、そ

れは本当に仮定の話ですが、随契でも、その予定価格の範囲内で、もしできないと

いうようなことになった場合、変更もあり得るということだと思うんですけど、そ

うなると、そもそもこの祥風会さんも複数ある中から多分選ばれたというか、条件

をクリアして取られてると思うんですけど、そこに立ち戻るということなんですか。

要は、予定価格が上がったので、他の方どうなんですかということをやる必要があ

るんでしょうか。それとも、それは祥風会さんが継続でやれるというようなことな

んですか。

○中川こども政策課長 まず、この民間活力導入の条件としましては、あくまでも

運営を民間に移管するということが条件になっております。そういったお互いの協

定書を結んでいるものですので、この協定書自体にはあまり抵触はしないんですが、

やはり条件ですね。いくつかあった業者さんの中から、新しいところで、新しい園

舎で整備ができるよという条件があっての順位というか、点数が一番に上がって選

ばれてるということですので、これは是が非でもやっていただけなければという。

そこになると本当に、どうしてそこを選んだのかというところには、今言ったよう
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に立ち戻るしかなくなってしまいますので、民間活力導入の協定書には、その新し

い園舎にすることという条件は入ってないんです。実は。できないとしても、移管

が４月１日に間違いなくできれば、そこはクリアはできるんですが、今言った選ば

れる理由として、それから、保護者の方にも新しい園舎ができるよという説明して

る以上は、新しい園舎を作っていただけなければ、これは市としても困るところに

はなると思います。

○矢口委員長 ほかにいかがでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で提出された資料の説明は終了しました。

それでは、そのほか何か執行部からございますでしょうか。

○真家こども未来部長 以上でございます。ありがとうございました。

○矢口委員長 委員の皆様からは、そのほか何か質問等ございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上でこども未来部は終了します。お疲れ様で

ございました。それでは、暫時休憩いたします。

（午後０時１４分休憩）

（午後０時１７分再開）

○矢口委員長 文教厚生委員会を再開いたします。それでは、天貝行政経営長よろ

しくお願いします。

○天貝行政経営課長 フォルダのほうがございまして、公共施設関係のフォルダに

なります。そちらの一番先頭の公共施設再編・再配置計画に基づく進捗状況という

資料をお開き願います。進捗状況を３点ほど御報告がございます。まず、１番目の

課題のある検討対象施設、こちら２９施設でございますけれども、その配置方針原

案につきましては、事前に委員の皆様に個別に御説明したというものでございまし

て、検討対象施設の配置方針を先日開催いたしまして、外部委員会であります策定

委員会で御協議いただきまして、方針の案として取りまとめを行いました。内容に

つきましては、事前に御説明した内容から変更がございませんので、説明は割愛さ

せていただきます。つづきまして、２点目です。２番の先行して再編方針を検討し

ております五中地区における公共施設再編方針（案）についてです。御案内のとお

り、これまで地区内の方々と意見交換をした上で、再編方針の原案を作成し、外部

委員会の策定委員会の協議を経まして、再編方針（案）として取りまとめに至りま

したので、その進捗について、御説明いたします。（１）の第２回意見交換会につ

きましては、地区長を始め２４名の住民参加の下、提案させていただいた再編方針

案におおむね賛成をいただきました。その意見交換会での内容及び第３回の案内に

ついてを広報誌１１月中旬号と併せまして、五中地区内に別添のチラシの回覧、こ

ちらを用いまして周知を図っております。第３回目の意見交換会につきましては、

枠内に記載のように、１２月１７日に、主に報告になりますけれども、外部委員会

を経て取りまとめた再編方針案について、報告説明を行ってまいりたいと考えてご

ざいます。その再編方針（案）につきましては、資料４をお願いいたします。こち

らの方針案につきましてはパブコメを実施するための資料でありますので、これま

での取組経緯につきましては盛り込んだものとなっております。ボリュームがあり

ますので、かいつまんで御説明をさせていただきます。まず、７ページをお願いい

たします。９月に行いましたＷｅｂアンケートについての概要をまとめたものです。

円グラフの右側のとおり、回答者の半数がおおつ野の方だったということもあり、
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下の棒グラフの下から３つ目に示しますように、おおつ野へ移転して欲しいという

意見が７件ございました。次のページをお願いいたします。再編の具体案でござい

ますけれども、御案内のとおり、支所の一部サービスを公民館に移転し、湖畔荘の

集会施設としてのサービスを公民館に移転した上で、温浴サービスを同種施設に集

約する旨を示してございます。つづきまして、１０ページをお願いいたします。下

段の４番、公民館の施設整備方針におきましては、現施設を長寿命化プラス増築す

る理由としまして、枠の中に３点ほど挙げてございまして、地区内の中心に位置し

ている立地の面、それから、中学校と隣接しており、中学生の利用も期待できるこ

と、そして、事業費の抑制を挙げますとともに、下の文章のところで下から６行目

以降に記しましたように、総合管理計画で掲げる公共施設管理の方針のとおり、施

設を８０年使用するということで、財政負担を軽減するという観点からも、長寿命

化及び増築の妥当性を示したというものでございます。最後に１３ページになりま

す。１０番の今後のスケジュールでは、図に示すように、来年度からの基本実施設

計、そして、令和９年、１０年の工事を経まして、令和１１年頃にリニューアルオ

ープンするという予定でございまして、これは全体に対するパブリックコメントを

募集するということでございます。先ほどの資料に戻っていただきたいと思います。

公共施設再編・再配置計画に基づく進捗状況についてという先頭の資料です。こち

ら１ページ目の一番下の（３）支所の開所日の変更と移転後の名称の変更について

です。これまで、閉所日につきましては、今年度末を予定しておりましたけれども、

年度末、年度始めには住所異動や納税等の手続が増えるということから、利用者の

利便性を勘案しまして、閉所日を１か月延期し、４月末としたいと存じます。次の

ページをお願いいたします。上大津公民館への移転後の名称につきましては、全て

のサービスを移転するものではないことから、上大津出張所といたしまして、逆に

全てのサービスを提供しております神立出張所を神立支所に改めるものでございま

す。名称変更には、行政組織条例の改正が必要になることから、来年３月の第１回

定例会に条例改正の議案を上程させていただく予定でございます。それから、枠の

中の①に記載のとおり、５月上旬に機器等の引越作業を行いまして、ゴールデンウ

ィーク明けに、上大津出張所として開所するスケジュールを予定してございます。

また、②開所後の窓口の開所日時につきましては、公民館の開館日に合わせて、月

曜の休館日を除く火曜から日曜の夕方５時１５分までといたします。なお、本庁と

の遠隔通信により、発行処理を行う戸籍証明書につきましては、市民課が休みの土

曜日の発行ができないということになります。つづきまして、３点目、公共施設包

括管理業務委託の公募型プロポーザルの結果でございます。（２）に記載のとおり、

応募者４社からプレゼンを受けまして、審査の結果、記載の事業者を優先交渉権者

に選定いたしました。今後は、（３）のスケジュールどおり詳細協議を行った上で、

契約を締結しまして、来年４月からの業務を開始してまいります。なお、包括管理

業者から設備点検業務や修繕業務等の委託先となります市内事業者向けの説明会に

つきましても、包括管理事業者とともに開催を計画しておりますので、日時が決ま

りましたら、議員の皆様にメールにてお知らせをしたいと考えてございます。

○矢口委員長 ただ今の説明に関して、皆様から質問等ございますでしょうか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で提出された資料の説明は、終了しました。

そのほか何か執行部のほうからございますか。

○天貝行政経営課長 特にございません。
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○矢口委員長 委員の皆さんからはございますでしょうか。

○鈴木委員 五中地区の公共施設の再編方針とか、今出た上での話なんですけども、

意見交換会が開かれて、大体定員が２０名で設定されてるんだけど、この２０名と

いうのは、役所側から示した２０人なのか、それとも、全体に募集して集まってき

た２０人なのか。どっちでしょう。

○天貝行政経営課長 ２０名という枠ですけれども、上大津地区公民館の集会室と

いうところでやっている関係で、あとは意見交換ですので、あまり大勢の方ですと

意見交換ができないだろうという考えから、２０名という限度を設けまして、そし

て、出席者につきましては、まずは各地区の地区長さんに出席を依頼しております。

その他、一般の方を広く募集したというものでございます。

○鈴木委員 大体、区長さんは全部理解しての上でということでよろしいですか。

○天貝行政経営課長 欠席の区長さんについては、副区長さんに来ていただいたり

と、代理の方を立てていただくようにお願いしてございますので、理解をされてい

たことと考えております。

○矢口委員長 ほかにございますか。

（「なし」との声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で文教厚生委員会を閉会いたします。


